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カ
ヴ
ェ
ー
リ
ン
に
お
け
る
「
人
格
」
と
「
民
族
性
」

　
　
　
－
「
大
改
革
」
期
ロ
シ
ア
自
由
主
義
の
国
家
論
の
考
察
－

　
ロ
シ
ア
自
由
主
義
は
一
八
五
〇
年
代
後
半
の
、
ツ
ァ
ー
リ
ズ
ム

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
）

の
危
機
の
時
代
に
生
ま
れ
た
。
こ
の
期
の
ロ
シ
ァ
自
由
主
義
者
た

ち
は
、
農
奴
の
解
放
、
言
論
・
出
版
・
信
仰
・
良
心
の
自
由
、
行

政
・
裁
判
の
公
開
な
ど
の
要
求
を
揚
げ
た
が
、
こ
れ
ら
の
政
策
を

ツ
ァ
ー
リ
政
府
に
よ
っ
て
「
上
か
ら
」
実
現
す
る
こ
と
を
基
本
戦

略
と
し
た
。
西
欧
の
自
由
主
義
者
と
は
異
な
り
、
彼
ら
は
代
議
制

度
の
導
入
に
反
対
し
、
専
制
に
つ
い
て
は
、
一
方
で
農
奴
制
を
擁

護
す
る
貴
族
階
級
の
低
抗
を
打
破
し
、
他
方
で
農
昆
の
反
乱
を
押

え
、
革
命
を
回
避
し
つ
つ
白
由
主
義
的
改
革
を
実
行
す
る
た
め
に

不
可
欠
な
カ
と
し
て
こ
れ
を
肯
定
し
た
。
彼
ら
は
農
奴
解
放
令
の

公
布
そ
の
他
の
「
大
改
革
」
の
事
業
に
多
大
の
影
響
を
与
え
た
が
、

解
放
令
後
の
反
政
府
運
動
の
激
化
と
、
そ
れ
に
と
も
な
う
政
府
の

杉
　
　
浦

秀

反
動
化
の
中
で
、
ツ
ァ
ー
リ
政
府
に
依
拠
す
る
と
い
う
彼
ら
の
基

本
戦
略
の
故
に
、
低
抗
す
る
す
べ
も
な
く
、
分
裂
・
解
体
し
て
い

っ
た
。
こ
の
ロ
シ
ア
自
由
主
義
の
本
質
的
特
徴
は
、
自
由
主
義
的

政
策
と
専
制
擁
護
と
の
結
合
、
自
由
主
義
と
国
家
主
義
と
の
結
合

　
＾
2
）

に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ロ
シ
ア
自
由
主
義
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、

自
由
主
義
と
専
制
と
の
理
論
的
・
実
践
的
関
係
の
分
析
が
不
可
欠

の
作
業
と
な
る
。

　
ロ
シ
ァ
自
由
主
義
の
指
導
者
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ン
・
カ
ヴ
ェ
ー
リ

ン
と
ボ
リ
ス
・
チ
チ
ェ
ー
リ
ン
は
ま
た
、
ロ
シ
ァ
歴
史
学
に
お
け

る
「
国
家
学
派
」
の
創
始
者
で
も
あ
る
。
「
国
家
学
派
」
は
、
そ

の
名
の
と
お
り
、
ロ
シ
ァ
史
を
国
家
の
形
成
史
と
把
握
す
る
歴
史

理
論
で
あ
る
が
、
従
来
、
ロ
シ
ア
自
由
主
義
と
「
国
家
学
派
」
と
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＾
3
）

の
関
係
の
考
察
が
十
分
検
討
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
筆
者
は
、

「
国
家
学
派
」
の
歴
史
理
論
を
ロ
シ
ァ
自
由
主
義
を
根
底
で
支
え

る
基
礎
理
論
で
あ
り
国
家
論
で
あ
る
と
考
え
る
。
し
た
が
っ
て
、

ロ
シ
ア
自
由
主
義
の
国
家
論
の
考
察
は
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
「
国

家
学
派
」
の
歴
史
理
論
の
分
析
を
通
し
て
な
さ
れ
な
け
れ
ぱ
な
ら

な
い
と
考
え
る
。
本
論
文
は
カ
ヴ
ェ
ー
リ
ン
の
一
八
四
〇
1
一
八

五
〇
年
代
の
歴
史
理
論
の
分
析
を
通
し
て
、
彼
の
国
家
観
を
把
握

す
る
こ
と
を
課
題
と
す
る
。
そ
の
際
、
特
に
彼
と
チ
チ
ェ
i
リ
ン

と
の
理
論
的
差
異
に
注
目
す
る
の
は
、
第
一
に
従
来
両
者
の
間
の

重
大
な
差
異
に
十
分
な
配
慮
が
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ

り
、
第
二
に
、
よ
り
重
要
な
点
で
あ
る
が
、
こ
の
差
異
の
中
に
ロ

シ
ァ
自
由
主
義
内
の
二
つ
の
潮
流
の
対
立
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と

　
　
　
　
　
　
＾
4
）

考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

1
　
人
樒
の
原
理
の
表
現
と
し
て
の
国
家

　
『
同
時
代
人
』
誌
の
編
集
権
を
手
に
入
れ
た
ベ
リ
ン
ス
キ
ー
は

一
八
四
七
年
一
月
、
同
誌
の
復
刊
第
一
号
を
刊
行
し
た
。
カ
ブ
ェ

ー
リ
ン
は
同
誌
に
「
一
八
四
六
年
の
ロ
シ
ア
史
掌
界
に
つ
い
て
の

見
解
」
（
以
下
「
一
八
四
六
年
の
ロ
シ
ア
史
学
」
と
略
）
と
「
旧

ロ
シ
ァ
の
法
習
慣
に
つ
い
て
の
見
解
」
（
以
下
「
旧
ロ
シ
ァ
の
法

習
慣
L
と
略
）
の
二
論
文
を
発
表
し
た
。

　
「
一
八
四
六
年
の
ロ
シ
ァ
史
学
」
で
彼
は
、
ロ
シ
ァ
史
学
の
現

状
を
概
観
し
、
そ
れ
を
過
渡
期
と
規
定
し
た
。
彼
に
よ
れ
ぱ
、
当

時
の
ロ
シ
ァ
史
学
界
は
大
胆
な
仮
説
・
理
論
や
論
争
が
欠
如
し
て

い
る
反
面
、
多
数
の
史
料
が
公
表
・
出
版
さ
れ
、
資
料
研
究
が
進

展
し
て
い
る
と
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
旧
来
の
歴
史
学
は
不
十
分
な

資
料
と
不
完
全
な
理
論
に
基
づ
い
て
ロ
シ
ア
史
を
叙
述
し
た
が
、

資
料
研
究
の
進
展
の
結
果
、
資
料
に
基
づ
か
な
い
旧
い
理
論
は
放

棄
さ
れ
た
。
新
し
い
歴
史
理
論
は
生
ま
れ
つ
つ
あ
る
が
、
い
ま
だ

完
成
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
故
現
在
は
過
渡
期
で
あ
り
、
「
実
証

　
　
　
　
＾
5
）

的
懐
疑
主
義
」
の
時
代
で
あ
る
、
と
彼
は
言
う
。
現
在
「
現
実
性

活
の
深
部
で
は
新
し
い
歴
史
認
識
が
生
ま
れ
、
そ
の
形
式
と
表
現

　
　
　
　
＾
6
）

を
探
し
て
い
る
」
と
述
べ
、
彼
は
「
我
国
の
歴
史
の
公
的
・
儀
式

的
．
祭
日
的
な
側
面
の
研
究
」
か
ら
「
日
々
の
、
舞
台
裏
の
、
家

　
　
　
　
　
　
9
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
一

庭
内
の
生
活
の
研
究
」
へ
、
「
政
治
史
」
か
ら
「
文
明
史
」
（
篶
ド

8
o
…
ξ
竃
畠
ω
遣
§
）
へ
と
ロ
シ
ア
史
研
究
は
移
行
す
べ
き

で
あ
る
と
主
張
し
た
。

　
彼
は
ポ
ゴ
ー
ジ
ン
、
ソ
ロ
ヴ
ィ
ヨ
フ
な
ど
の
著
作
に
対
す
る
一

連
の
批
評
論
文
に
お
い
て
、
上
述
の
見
解
を
よ
り
詳
し
く
展
開
す

る
。
彼
に
よ
れ
ぱ
、
カ
ラ
ム
ジ
ー
ン
に
代
表
さ
れ
る
旧
来
の
歴
史
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＾
9
〕

学
は
「
ロ
シ
ァ
の
生
活
の
一
貫
し
た
内
的
発
展
」
を
ほ
と
ん
ど
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
0
）

解
せ
ず
、
歴
史
の
「
バ
ノ
ラ
マ
的
叙
述
」
に
終
始
し
て
い
る
。
し

た
が
っ
て
カ
ラ
ム
ジ
ー
ン
の
『
ロ
シ
ア
国
家
史
』
は
「
歴
史
文
献

　
　
　
　
　
＾
n
）

と
い
う
よ
り
文
学
」
と
呼
ぷ
べ
き
で
あ
る
と
彼
は
言
う
。
そ
の
後
、

一
方
で
ポ
ゴ
ー
ジ
ン
に
代
表
さ
れ
る
資
料
重
視
の
実
証
的
歴
史
学

が
形
成
さ
れ
、
他
方
で
ロ
シ
ア
史
の
一
般
理
論
の
探
求
が
試
み
ら

れ
た
。
し
か
し
後
者
の
多
く
は
「
ま
っ
た
く
非
現
実
的
、
非
歴
史

的
な
、
ロ
シ
ア
に
対
す
る
ル
ー
シ
の
優
越
、
ロ
ー
マ
．
ゲ
ル
マ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
皿
）

世
界
に
対
す
る
ス
ラ
ヴ
世
界
の
優
越
」
を
主
張
す
る
「
歴
史
的
口

　
　
　
＾
螂
〕

マ
ン
主
義
」
に
堕
し
て
い
る
と
彼
は
述
べ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
μ
）

　
彼
に
よ
れ
ば
、
旧
来
の
歴
史
家
た
ち
が
「
真
の
意
味
で
の
」
歴

奥
学
を
形
成
し
得
な
か
っ
た
の
は
、
史
料
の
不
足
も
さ
る
こ
と
な

が
ら
、
よ
り
重
大
な
原
因
は
ロ
シ
ア
民
族
と
い
う
「
驚
く
べ
き
種

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
旭
）

族
の
民
族
的
性
椿
を
解
明
す
る
鍵
」
を
、
西
欧
諸
民
族
の
も
と
で

作
ら
れ
た
理
論
に
求
め
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
「
ヨ
ー
ロ
ヅ
バ
の
歴

史
に
お
け
る
公
理
は
、
そ
れ
を
用
い
れ
ぱ
い
か
な
る
ヨ
ー
ロ
ヅ
バ

諸
国
の
歴
史
に
つ
い
て
も
誤
り
な
く
判
断
で
き
る
が
、
ロ
シ
ア
の

歴
史
に
お
い
て
は
何
も
明
ら
か
に
せ
ず
、
反
対
に
ロ
シ
ァ
史
を
あ

い
ま
い
に
す
る
と
い
う
こ
と
現
在
多
く
の
人
々
が
気
づ
き
は
じ
め

（
1
6
〕

た
。
」
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
歴
史
家
だ
け
の
責
任
で
は
な
い
。
歴

史
学
の
水
準
は
、
そ
の
時
々
の
民
族
の
自
己
認
識
の
水
準
に
規
定

さ
れ
て
お
り
、
歴
史
家
は
「
ロ
シ
ア
史
に
つ
い
て
の
同
時
代
人
の

　
　
　
　
　
　
＾
〃
）

見
解
や
意
見
を
表
現
」
す
る
の
で
あ
る
か
ら
。
一
八
四
〇
年
代
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
㎎
）

な
っ
て
、
回
シ
ア
民
族
の
「
自
己
認
識
の
時
代
」
が
訪
れ
、
「
真

の
意
味
で
の
」
歴
史
学
の
基
盤
が
据
え
ら
れ
た
。
と
カ
ヴ
ユ
ー
リ
ン

は
言
う
。
従
っ
て
、
カ
ヴ
ェ
ー
リ
ン
に
と
っ
て
歴
史
学
と
は
、
第

一
に
民
族
の
自
已
認
識
の
反
映
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
の
自
己
認

識
を
深
化
さ
せ
る
行
為
で
あ
っ
た
』
第
二
に
、
歴
史
学
は
「
発
展

す
る
有
機
体
、
一
つ
の
精
神
と
一
つ
の
原
理
に
貫
か
れ
た
生
き
た

　
　
　
　
　
　
　
，
　
　
＾
”
〕

全
体
と
し
て
の
ロ
シ
ア
史
」
を
示
さ
ね
ぱ
な
ら
ず
、
そ
の
た
め
に

は
歴
史
理
論
が
不
可
欠
で
あ
ウ
た
。
第
三
に
、
ロ
シ
ア
史
の
歴
史

理
論
は
、
西
欧
か
ら
借
用
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
ロ
シ
ア
史
の
内

部
か
ら
実
証
研
究
を
通
し
て
導
出
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
「
旧
ロ
シ
ァ
の
法
習
慣
」
は
、
こ
の
よ
う
な
歴
史
理
論
を
提
起

す
る
試
み
で
あ
っ
た
。
こ
の
論
文
は
「
国
家
学
派
」
の
歴
史
理
論

の
最
初
の
「
綱
領
的
」
文
書
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
後
の
カ
ヴ
ェ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
㎜
〕

リ
ン
の
活
動
の
理
論
的
出
発
点
・
根
底
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
。

彼
は
こ
の
論
文
で
回
シ
ア
史
を
氏
族
－
家
族
－
国
家
の
各
段
階
を

経
て
進
展
す
る
人
格
の
形
成
史
と
し
て
把
握
し
た
。
彼
に
と
っ
て

人
格
の
原
理
の
出
現
と
形
成
と
は
、
人
間
が
「
自
然
の
規
定
の

396
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）

　
下
L
か
ら
解
放
さ
れ
、
規
定
さ
れ
る
も
の
か
ら
規
定
す
る
も
の
へ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
2
〕

　
自
然
環
境
の
奴
隷
か
ら
、
そ
の
支
配
者
と
な
る
L
こ
と
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
鴉
〕

　
人
間
が
自
己
を
「
無
条
件
な
価
値
を
有
す
る
」
者
、
「
人
間
と
し

　
　
　
＾
別
〕

　
て
の
人
間
」
で
あ
る
と
認
識
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
彼
が
人
楕
の

・
形
成
史
と
し
て
ロ
シ
ア
史
を
把
握
し
た
こ
と
の
意
味
と
そ
の
大
き

　
な
反
響
は
、
こ
の
論
文
が
一
八
四
〇
年
代
の
ロ
シ
ア
社
会
、
農
奴

　
制
の
下
で
言
論
の
自
由
や
信
仰
の
自
由
す
ら
な
い
社
会
に
お
い
て

　
書
か
れ
た
と
い
う
こ
と
を
抜
き
に
し
て
は
理
解
し
得
な
い
だ
ろ
う
。

　
ペ
リ
ン
ス
キ
ー
は
「
ゴ
ー
ゴ
リ
ヘ
の
手
紙
」
で
「
ロ
シ
ァ
に
必
要

　
な
の
は
説
教
で
も
な
く
（
ロ
シ
ア
は
十
分
に
そ
れ
を
聞
い
た
！
）

　
祈
藤
で
も
な
く
（
ロ
シ
ァ
は
十
分
に
そ
れ
を
唱
え
た
！
）
幾
世
紀

　
も
の
長
い
間
泥
と
塵
の
中
に
失
な
わ
れ
て
い
る
人
間
的
尊
厳
の
感

　
情
を
民
衆
の
心
に
よ
び
醒
ま
す
こ
と
、
教
会
の
教
義
に
で
は
な
く
、

　
良
識
と
正
義
と
に
合
致
し
た
法
お
よ
ぴ
法
規
、
そ
し
て
で
き
る
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
蛎
）

　
け
厳
正
な
そ
の
実
施
で
あ
る
」
と
語
っ
た
が
、
カ
ヴ
ェ
ー
リ
ン
も

　
ま
た
ペ
リ
ン
ス
キ
ー
と
同
じ
位
置
に
立
っ
て
い
る
。
彼
の
歴
史
理

　
論
の
中
に
は
、
人
間
が
人
間
と
し
て
尊
重
さ
れ
る
社
会
の
実
現
と
、

個
人
の
道
徳
的
発
展
と
い
う
彼
の
理
想
が
色
濃
く
反
映
し
て
い
る
。

　
　
カ
ヴ
ェ
ー
リ
ン
は
「
人
格
の
原
理
の
捜
階
的
出
現
、
し
た
が
っ

　
て
、
そ
の
内
都
で
は
人
格
が
存
在
し
得
な
い
と
こ
ろ
の
専
ら
血
縁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
％
）

的
な
生
活
習
慣
の
段
階
的
否
定
」
の
中
に
ロ
シ
ア
史
の
発
展
法
則

を
見
る
。
つ
ま
り
彼
は
人
格
の
原
理
と
血
縁
関
係
の
支
配
と
を
互

い
に
両
立
し
得
な
い
も
の
と
み
な
す
。
そ
し
て
こ
の
点
を
批
判
し

た
サ
マ
ー
リ
ン
に
答
え
て
彼
は
言
う
。
家
族
内
に
お
い
て
未
成
年

が
両
親
に
従
属
す
る
こ
と
は
未
成
年
の
養
育
の
た
め
に
は
不
可
欠

で
あ
る
。
し
か
し
自
立
を
望
ん
で
い
る
成
年
に
と
づ
て
、
そ
れ
は

ま
っ
た
く
抑
圧
的
で
あ
り
、
も
し
成
年
が
両
親
に
従
属
し
て
い
る

の
で
あ
れ
ぱ
、
彼
に
は
自
己
の
人
格
の
認
識
が
無
い
こ
と
を
意
味

す
る
。
何
故
な
ら
、
人
楕
の
認
識
は
必
然
的
に
自
立
の
要
求
を
生

み
出
す
の
で
あ
る
か
ら
。
こ
の
よ
う
に
彼
は
人
格
の
形
成
を
、
人

間
が
血
縁
関
係
の
支
配
か
ら
解
放
さ
れ
、
相
互
に
自
立
し
た
諸
個

人
と
し
て
、
法
的
、
市
民
的
諸
関
係
を
形
成
す
る
こ
と
の
中
に
見

る
。　

以
上
の
観
点
か
ら
彼
は
ロ
シ
ァ
に
お
け
る
人
楕
の
形
成
史
を
質

的
に
異
な
る
二
つ
の
段
階
に
分
け
る
。
第
一
段
階
に
お
い
て
は
、

血
縁
関
係
の
排
他
的
支
配
か
段
階
的
に
否
定
さ
れ
、
人
格
の
活
動
、

し
う
る
舞
台
が
形
成
さ
れ
る
。
人
格
の
原
理
と
矛
盾
す
る
血
縁
関

係
の
支
配
か
ら
ロ
シ
ァ
社
会
が
段
階
的
に
解
放
さ
れ
る
と
い
う
限

り
で
人
格
の
形
成
史
で
あ
る
が
、
人
楮
の
内
容
そ
の
も
の
の
発
達

は
な
い
。
ビ
目
ー
ト
ル
改
革
以
前
の
全
ロ
シ
ア
史
が
こ
の
段
階
に
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あ
た
る
。
第
二
段
階
で
は
、
そ
の
よ
う
な
舞
台
の
上
で
人
格
が
自

己
に
内
容
を
与
え
る
こ
と
が
歴
史
的
課
題
と
な
る
。
そ
れ
は
ビ
目

ー
ト
ル
改
革
に
始
ま
り
現
在
に
到
る
。
以
下
で
、
ピ
目
ー
ト
ル
ま

で
の
ロ
シ
ア
史
を
彼
が
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
た
の
か
を
概
観

＾
η
〕

す
る
。

　
原
初
ス
ラ
ヴ
種
族
は
血
縁
習
質
の
排
他
的
支
配
の
下
に
生
活
し

て
い
た
。
し
か
し
「
純
粋
に
家
族
的
な
生
活
習
慣
の
中
に
そ
の
将

　
　
　
　
＾
2
8
）

来
の
解
体
の
芽
」
が
存
在
し
た
。
人
口
の
増
大
と
と
も
に
一
つ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
9
）

氏
族
集
団
は
よ
り
小
さ
な
「
部
分
的
、
家
族
的
集
団
」
に
分
裂
す

る
。
こ
の
過
程
が
紬
胞
分
裂
の
如
く
繰
返
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
血

縁
関
係
に
基
づ
い
た
全
ス
ラ
ヴ
種
族
の
政
治
的
統
一
が
喪
失
さ
れ

て
い
く
。
当
初
、
種
族
の
族
長
は
血
縁
と
年
齢
に
よ
り
決
定
さ
れ

た
が
、
や
が
て
各
家
族
集
団
に
よ
る
族
長
の
「
選
出
」
が
始
ま
る
。

そ
の
後
、
家
族
集
団
の
長
た
ち
に
よ
る
合
議
制
が
始
ま
り
、
民
会

が
組
織
さ
れ
、
共
同
体
が
生
ま
れ
る
。
ヴ
ァ
リ
ャ
ー
グ
到
来
以
前

の
ス
ラ
ヴ
種
族
は
か
く
の
如
き
状
態
に
あ
っ
た
。
カ
ヴ
ェ
ー
リ
ン

に
と
っ
て
、
氏
族
と
は
血
縁
集
団
全
体
を
意
味
し
、
家
族
と
は
そ

の
部
分
集
団
を
指
す
概
念
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
あ
る
時
点
で

家
族
と
呼
ぱ
れ
た
集
団
も
、
．
世
代
の
経
過
と
と
も
に
人
口
が
増
大

し
、
そ
の
内
都
に
よ
り
小
さ
な
部
分
集
団
が
生
ま
れ
る
と
、
後
者

に
対
し
て
前
者
は
氏
族
と
呼
ば
れ
る
。
あ
る
い
は
時
に
、
血
縁
的

関
係
一
般
が
家
族
的
関
係
と
呼
ぱ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
つ
ま
り
彼

に
と
っ
て
氏
族
か
ら
家
族
へ
の
移
行
は
、
血
縁
集
団
の
不
断
の
分

裂
の
傾
向
を
意
味
し
、
そ
れ
は
血
縁
集
団
と
血
縁
的
関
係
が
存
在

す
る
眼
り
、
ど
の
時
代
に
も
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
氏
族
と
家
族
．

は
対
概
念
で
あ
り
、
家
族
を
含
ま
な
い
氏
族
は
あ
り
え
な
い
し
、

家
族
は
や
が
て
氏
族
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
ヴ
ァ
リ
ャ
ー
グ
人
は
ス
ラ
ヴ
の
地
に
非
ス
ラ
ヴ
的
要
素
、
「
市

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
3
0
〕

民
精
神
」
（
「
喀
｝
長
竃
S
霊
冒
9
旨
）
を
も
た
ら
し
た
。
し
か
し

二
世
紀
ほ
ど
の
間
に
彼
ら
は
ス
ヲ
ヴ
種
族
に
吸
収
さ
れ
、
非
ス
ラ

ヴ
的
要
素
、
す
な
わ
ち
非
血
縁
的
要
素
は
ロ
シ
ァ
の
地
か
ら
消
え

去
っ
て
し
ま
っ
た
。
た
だ
、
彼
ら
が
も
た
ら
し
た
全
ロ
シ
ア
の
政

治
的
統
一
と
い
う
理
念
は
保
持
さ
れ
、
そ
れ
は
氏
族
的
関
係
に
基

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ク
一
’
ヤ
ー
ジ

づ
い
て
実
現
さ
れ
る
。
全
ロ
シ
ァ
が
公
の
氏
族
全
体
の
所
有
物

と
み
な
さ
れ
、
氏
族
の
「
最
年
長
者
」
が
大
公
と
し
て
キ
エ
フ
を

治
め
た
。
諸
公
は
氏
族
内
の
序
列
に
従
っ
て
各
都
市
、
分
領
を
治

め
た
が
、
「
年
長
」
の
公
が
死
に
、
そ
の
序
列
に
変
化
が
生
じ
る

と
、
序
列
に
対
応
す
る
領
地
へ
と
移
動
し
た
。
い
わ
ゆ
る
「
順
番

制
」
が
生
ま
れ
る
。
こ
の
政
治
制
度
は
ヤ
ロ
ス
ラ
フ
公
に
よ
り
確

立
さ
れ
た
。
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し
か
し
、
氏
族
か
ら
家
族
へ
の
分
裂
が
こ
こ
で
も
繰
返
さ
れ
、

こ
の
政
治
制
度
は
解
体
し
て
い
く
。
氏
族
原
理
の
下
で
は
「
年
長

権
」
は
族
長
↓
長
子
↓
次
子
へ
と
移
る
。
こ
こ
で
は
氏
族
全
体
の

血
縁
関
係
が
な
に
よ
り
重
要
で
あ
り
、
諸
公
の
支
配
地
も
氏
族
全

体
の
共
有
財
産
と
み
な
さ
れ
て
い
た
。
他
方
家
族
原
理
の
下
で

「
年
長
権
」
は
、
族
長
↓
長
子
↓
長
子
の
長
子
と
移
る
。
諸
公
は

自
分
の
家
族
の
利
害
を
よ
り
重
視
し
、
支
配
地
を
自
分
の
家
族
の

世
襲
領
地
と
み
な
す
よ
う
に
な
り
、
領
域
的
支
配
の
思
想
が
生
ま

れ
る
。
二
一
世
紀
後
半
の
ア
ン
ド
レ
イ
・
ボ
ゴ
リ
ュ
プ
ス
キ
ー
公

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

の
治
世
に
お
い
て
、
家
族
原
理
す
な
わ
ち
「
領
域
的
原
理
」
が
政

治
の
局
面
に
お
い
て
、
氏
族
原
理
に
最
終
的
に
勝
利
し
た
。
こ
れ

と
と
も
に
全
ロ
シ
ア
の
政
治
的
統
一
は
失
な
わ
れ
、
分
領
時
代
が

始
ま
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
は
一
歩
前
進
で
あ
る
。
家
族
は
氏
族
的

結
合
か
ら
切
離
さ
れ
、
相
互
に
自
立
し
は
じ
め
た
。
諸
家
族
の
相

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
班
〕

互
関
係
は
血
縁
関
係
と
は
違
っ
た
「
な
に
か
別
な
も
の
」
に
よ
っ

て
規
定
さ
れ
ね
ぱ
な
ら
な
か
っ
た
。
血
縁
関
係
の
支
配
か
ら
自
立

し
た
領
域
が
は
じ
め
て
現
れ
、
こ
こ
に
将
来
の
「
法
的
諸
関
係
の

＾
鎚
）
　
　
　
　
　
　
一

萌
芽
」
が
生
ま
れ
た
。

　
ア
ン
ド
レ
イ
．
ボ
ゴ
リ
ュ
プ
ス
キ
ー
に
よ
っ
て
創
出
さ
れ
た
新

し
い
政
治
制
度
は
モ
ス
ク
ワ
大
公
国
に
お
い
て
全
盛
を
む
か
え
る
。

モ
ス
ク
ワ
大
公
は
自
己
の
世
襲
領
地
に
対
す
る
無
制
隈
か
つ
絶
対

的
な
支
配
者
で
あ
っ
た
。
し
か
し
統
治
が
家
族
原
理
に
基
い
て
い

る
限
り
、
分
割
相
続
と
い
う
形
式
で
表
現
さ
れ
る
分
裂
へ
の
傾
向

は
常
に
存
在
し
て
い
た
。
分
割
相
続
を
廃
止
し
て
、
家
族
原
理
を

否
定
す
る
こ
と
が
次
の
課
題
と
な
る
。
そ
れ
は
国
家
の
た
め
に
家

族
の
利
益
を
否
定
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
中
に
は
「
国
家
に
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
糾
〕

い
て
の
あ
い
ま
い
な
思
想
」
が
す
で
に
含
ま
れ
て
い
た
。
か
く
て

「
国
家
の
領
域
で
は
じ
め
て
、
専
ら
血
縁
的
・
家
族
的
原
理
の
否

＾
鍋
）

定
」
が
生
ま
れ
る
。
こ
の
国
家
形
成
の
過
程
は
イ
ワ
ン
雷
帝
に
よ

り
始
め
ら
れ
、
ビ
ヨ
ー
ト
ル
大
帝
に
よ
り
完
了
さ
れ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
ピ
目
ー
ト
ル
以
前
の
時
代
を
概
観
し
た
後
、
カ

ヴ
ェ
ー
リ
ン
は
次
の
よ
う
に
総
括
す
る
。
「
人
格
の
原
理
は
我
々

の
生
活
の
卒
で
法
的
効
カ
を
与
え
ら
れ
た
（
竜
賢
o
…
亭
冨
）
。

今
や
そ
の
原
理
が
活
動
し
、
発
達
す
る
順
番
が
や
っ
て
き
た
。
し

か
し
、
い
か
に
し
て
か
。
個
人
（
自
違
o
）
は
旧
ロ
シ
ア
の
歴
史
に

よ
っ
て
準
備
さ
れ
た
が
、
し
か
し
内
容
を
欠
い
た
形
式
と
し
て
の

み
準
備
さ
れ
た
。
旧
ロ
シ
ア
の
生
活
は
内
容
を
与
え
る
こ
と
は
で

き
な
か
っ
た
。
旧
ロ
シ
ァ
の
す
べ
て
の
使
命
と
最
終
的
な
課
題
は
、

人
格
の
原
理
を
仕
上
げ
、
そ
れ
を
自
然
の
く
ぴ
き
止
血
縁
的
生
活

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
珊
）

習
慣
か
ら
解
放
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
」
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人
樒
の
形
成
史
の
第
一
段
階
は
、
か
く
て
、
人
間
が
血
縁
関
係

の
支
配
か
ら
法
的
・
市
民
的
関
係
の
下
に
移
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

で
は
、
彼
に
と
っ
て
国
家
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。
彼
は
「
人
楕

は
血
縁
関
係
を
理
念
の
名
に
お
い
て
否
定
し
た
。
こ
の
理
念
が
国

家
で
机
馳
。
」
と
言
う
。
国
家
と
は
な
．
に
よ
り
も
、
血
縁
関
係
の

否
定
考
で
あ
り
、
諸
個
人
に
法
的
、
市
民
的
関
係
を
保
障
す
る
も
－

　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、

の
で
あ
り
、
し
か
も
人
樒
の
原
理
か
ら
導
出
さ
れ
る
も
の
と
さ
れ

る
。
そ
れ
故
「
国
家
の
出
現
は
人
格
の
自
己
活
動
の
始
り
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
磐
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

市
民
的
、
法
的
杜
会
習
憤
の
始
り
」
な
の
で
あ
る
。
結
局
、
カ
ウ

ェ
ー
リ
ン
に
と
っ
て
、
国
家
は
市
民
的
、
法
的
諸
関
係
と
同
一
視

さ
れ
る
。

　
し
か
し
、
諸
個
人
の
相
互
関
係
を
律
す
る
法
の
制
定
者
で
あ
り
、

そ
の
意
味
で
個
人
の
上
に
立
つ
国
家
を
、
カ
ヴ
ェ
ー
リ
ン
は
人
椿

の
原
理
か
ら
い
か
に
導
出
す
る
の
か
。
共
同
生
活
を
偉
す
る
規
則
、

義
務
は
個
人
の
内
部
か
ら
い
か
に
導
出
さ
れ
る
の
か
。
サ
マ
ー
リ

ン
が
論
文
「
『
同
時
代
人
』
誌
の
歴
史
的
．
文
学
的
見
解
に
つ
い

て
」
の
中
で
カ
ヴ
ェ
ー
リ
ン
を
批
判
し
た
の
も
、
ま
さ
に
こ
の
点

に
関
す
る
問
題
で
あ
っ
た
。
サ
マ
ー
リ
ン
は
、
カ
ヴ
ェ
ー
リ
ン
の

人
格
概
念
を
批
判
し
、
杜
会
を
律
す
る
「
絶
対
的
基
準
、
全
体
に

と
っ
て
も
各
人
に
と
っ
て
も
無
条
件
か
つ
義
務
的
な
法
則
は
、
人

　
　
　
　
　
　
　
＾
舶
）

格
か
ら
導
出
で
き
な
い
L
と
述
ぺ
、
「
金
体
の
た
め
に
各
人
が
自

己
を
否
定
す
る
こ
と
が
、
自
由
な
、
し
か
し
同
時
に
無
条
件
に
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
仙
）

務
的
な
人
間
相
互
の
縞
合
原
理
」
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
結
合
が

教
会
で
あ
る
と
主
張
し
た
。

　
カ
ヴ
ェ
ー
リ
ン
は
サ
マ
ー
リ
ン
に
対
す
る
反
批
判
論
文
で
、

「
絶
対
者
」
こ
そ
サ
マ
ー
リ
ン
の
つ
ま
ず
き
の
石
で
あ
る
が
、
そ

れ
は
ど
こ
に
も
存
在
し
な
い
と
述
べ
、
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ

ら
ず
人
間
が
発
達
す
る
の
は
何
に
よ
る
の
・
か
と
自
問
す
る
。
そ
し

て
、
「
人
間
自
身
の
中
に
あ
り
、
絶
え
ず
変
化
す
る
欲
求
（
宅
①
－

　
　
　
　
　
　
＾
竺

α
畠
彗
富
）
で
あ
る
」
と
答
え
る
。
彼
に
よ
れ
ぱ
、
「
人
間
は
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
仰
〕

己
の
規
定
を
自
己
か
ら
つ
く
り
」
人
間
の
内
都
に
新
し
い
生
活
の

欲
求
が
生
ま
れ
る
。
こ
の
欲
求
は
旧
い
秩
序
と
闘
争
し
、
そ
れ
を

否
定
し
て
自
己
を
実
現
す
る
。
他
方
で
、
人
間
は
不
断
に
他
め
人

間
と
衝
突
す
る
が
、
や
が
て
人
間
の
中
に
こ
の
衝
突
を
避
け
よ
う

と
す
る
志
向
が
生
ま
れ
、
社
会
は
よ
り
平
和
と
な
る
。
「
ま
さ
に

こ
れ
故
に
、
私
は
諸
人
格
の
和
解
が
発
達
の
目
的
で
あ
る
と
言
っ

た
の
だ
。
ま
さ
に
こ
れ
故
に
、
こ
の
和
解
に
導
く
遣
は
敵
意
と
否

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
侶
）

定
で
あ
る
と
考
え
た
の
だ
」
と
彼
は
言
う
。
カ
ヴ
ェ
ー
リ
ン
は
、

人
楕
の
原
理
の
実
現
と
発
達
、
す
な
わ
ち
自
立
し
た
個
人
の
自
己

認
識
の
形
成
と
諸
個
人
相
互
の
和
解
に
よ
っ
て
、
社
会
の
共
同
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
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は
維
持
さ
れ
る
ぱ
か
り
で
な
く
、
む
し
ろ
よ
り
強
固
に
な
る
と
考

　
＾
糾
〕

え
る
。
そ
れ
故
、
彼
は
人
間
の
共
同
生
活
に
お
い
て
「
こ
の
共
同

生
活
を
維
持
す
る
義
務
、
他
人
を
妨
害
し
た
り
、
害
を
与
え
た
り

　
　
　
　
冨
）

し
な
い
義
務
」
以
外
に
、
さ
ら
に
何
が
必
要
で
あ
る
の
か
、
と
サ

マ
ー
リ
ン
に
反
論
し
た
の
で
あ
る
。
カ
ヴ
ェ
ー
リ
ン
に
と
っ
て
歴

史
発
展
の
原
動
カ
は
個
人
の
内
的
欲
求
で
あ
り
国
家
、
社
会
の
共

同
性
も
個
人
の
内
的
発
展
に
よ
り
お
の
ず
と
実
現
さ
れ
る
も
の
と

把
握
さ
れ
る
。

　
結
局
、
彼
に
と
っ
て
、
国
家
は
法
的
・
市
民
的
関
係
と
同
一
視

さ
れ
、
個
人
か
ら
国
家
を
い
か
に
導
出
す
る
の
か
、
ル
ソ
ー
流
に

言
え
ば
個
別
意
志
か
ら
一
般
意
志
を
い
か
に
導
胸
す
る
の
か
、
と

い
う
問
題
は
、
そ
の
問
題
の
存
在
自
体
が
認
識
さ
れ
て
い
な
い
。

し
か
し
認
識
さ
れ
て
い
な
く
て
も
問
題
は
存
在
す
る
。
カ
ヴ
ェ
i

リ
ン
は
、
彼
自
身
は
無
自
覚
で
あ
る
が
、
諸
個
人
を
統
合
す
る
原

理
を
、
民
族
性
、
正
確
に
言
え
ば
ロ
シ
ア
の
民
族
性
に
求
め
た
。

2
　
ロ
シ
ア
の
民
族
性
の
表
現
と
し
て
の
国
家

　
前
述
し
た
よ
う
に
、
カ
ヴ
ェ
ー
リ
ン
は
人
格
の
原
理
の
形
成
史

と
し
て
ロ
シ
ア
史
を
把
え
、
そ
の
最
高
段
階
と
し
て
の
国
家
を
人

椿
の
原
理
か
ら
説
明
し
、
そ
の
結
果
、
国
家
と
法
的
、
市
民
的
関

係
を
同
一
視
し
た
。
し
か
し
、
彼
に
は
も
う
一
つ
別
の
国
家
観
が

存
在
す
る
。
カ
ヴ
ェ
ー
リ
ン
は
ロ
シ
ァ
民
族
が
西
欧
や
他
の
ス
ラ

ヴ
諸
種
族
に
も
類
を
み
な
い
強
大
な
国
家
を
形
成
し
得
た
理
由
を
、

ロ
シ
ァ
の
民
族
性
に
求
め
、
西
欧
に
対
す
る
ロ
シ
ァ
の
特
殊
性
を
、

ロ
シ
ア
で
は
「
た
だ
国
家
的
領
域
の
み
が
発
達
し
、
他
の
領
域
が

　
　
　
　
　
＾
竺

発
達
し
な
か
っ
た
」
こ
と
の
中
に
見
る
。
彼
に
よ
れ
ぱ
、
民
族
は

「
生
き
た
全
一
的
有
機
体
」
で
あ
り
、
民
族
生
活
の
す
べ
て
の
諸

領
域
は
「
単
一
の
民
族
生
活
」
に
由
来
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

「
我
国
の
国
家
生
活
を
他
の
諸
側
面
か
ら
切
り
離
す
こ
と
は
で
き

　
＾
包

な
い
」
。
も
し
ロ
シ
ア
に
お
い
て
「
国
家
の
中
に
民
族
生
活
の
す

ぺ
て
の
力
、
粋
」
が
集
ま
っ
た
と
す
れ
ぱ
「
前
者
（
国
家
的
・
政

治
的
生
活
－
杉
浦
）
の
変
化
は
後
者
（
民
族
生
活
の
他
の
諸
側

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
侶
）

面
－
杉
浦
）
の
変
化
を
意
味
」
す
る
。
そ
れ
故
、
ロ
シ
ァ
民
族

の
歴
史
の
総
体
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
た
だ
「
国
家
的
領
域
」

に
お
け
る
発
展
法
則
を
解
明
す
れ
ぱ
よ
い
こ
と
に
な
る
。
し
た
が

っ
て
、
国
家
形
成
以
前
（
す
な
わ
ち
イ
ワ
ン
雷
帝
以
前
）
の
氏
族

段
階
、
家
族
段
階
に
「
国
家
的
・
政
治
的
生
活
」
が
存
在
す
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
仰
）

と
は
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
前
提
さ
れ
て
い
る
。
以
上
か
ら
、
彼

の
氏
族
－
家
族
－
国
家
の
シ
ュ
ー
マ
を
よ
り
正
確
に
表
現
す
れ
ぱ
、

氏
族
原
理
に
基
づ
く
政
治
制
度
－
家
族
原
理
に
基
づ
く
政
治
制
度
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1
法
的
・
市
民
的
原
理
に
基
づ
く
政
治
制
度
（
国
家
）
と
な
る
。

す
な
わ
ち
、
ロ
シ
ア
国
家
は
、
あ
る
い
は
少
く
と
も
、
ロ
シ
ア
民

族
の
政
治
的
統
合
は
、
氏
族
段
階
、
家
族
段
階
に
お
い
て
も
、
す

で
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　
で
は
、
彼
は
ロ
シ
ア
と
西
欧
と
の
関
係
を
い
か
に
把
握
し
た
の

か
。
彼
は
両
者
の
共
通
性
を
二
つ
の
点
に
見
る
。
第
一
に
、
東
洋

の
諸
民
族
と
は
異
な
り
、
両
者
に
は
発
展
、
進
歩
が
あ
る
。
「
我

国
の
歴
史
は
諸
形
式
の
繰
返
し
で
は
な
く
、
段
階
的
変
化
を
示
す
。

し
た
が
っ
て
そ
こ
に
は
発
展
が
あ
り
、
原
初
か
ら
現
在
ま
で
す
べ

て
の
も
の
が
ほ
と
ん
ど
同
様
に
繰
返
さ
れ
、
仮
に
時
と
し
て
新
し

い
も
の
が
出
現
し
て
も
、
停
滞
し
て
し
ま
っ
た
か
、
ヨ
ー
ロ
ヅ
バ

の
土
壌
に
移
さ
れ
て
発
達
し
た
か
の
ど
ち
ら
か
で
あ
っ
た
東
洋
と

　
　
　
　
　
（
肌
〕

は
異
な
っ
て
い
る
。
」
第
二
に
、
両
者
は
「
人
間
の
無
条
件
の
価

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
駆
〕

値
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
的
原
理
」
す
な
わ
ち
人
樒
の
原
理
を
持
つ
。

換
言
す
れ
ぱ
、
西
欧
と
ロ
シ
ァ
は
人
格
の
原
理
の
発
達
の
歴
史
で

あ
る
と
い
う
点
で
共
通
す
る
。
し
か
し
そ
の
発
達
の
過
程
が
異
な

る
。
カ
ヴ
ェ
ー
リ
ン
は
西
欧
の
歴
史
を
次
の
よ
う
に
把
握
す
る
。

西
欧
で
は
ゲ
ル
マ
ン
種
族
の
中
に
野
蛮
で
荒
々
し
い
形
式
で
は
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
舶
〕

っ
た
が
「
早
く
か
ら
人
椿
の
深
い
感
情
が
芽
ば
え
」
、
自
立
し
た

諸
個
人
か
ら
な
る
従
士
団
（
岩
k
美
…
芭
）
が
形
成
さ
れ
た
。
彼
ら

は
ロ
ー
マ
の
文
化
と
キ
リ
ス
ト
教
を
受
入
れ
、
国
家
を
創
設
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
讐

国
家
は
「
人
格
的
原
理
ト
…
＝
o
①
＝
窒
彗
o
）
」
に
貫
か
れ
て
お
り
、

そ
の
内
都
に
は
多
く
の
部
分
集
団
、
す
な
わ
ち
身
分
が
存
在
し
た
。

そ
し
て
そ
れ
ら
の
諸
国
家
の
上
に
教
会
が
君
臨
し
て
い
た
。
や
が

て
人
間
の
無
条
件
の
価
値
と
い
う
恩
想
が
宗
教
の
領
域
か
ら
世
俗

世
界
へ
と
移
り
、
人
樒
は
当
初
の
歴
史
的
制
約
を
克
服
し
、
相
互

に
和
解
し
て
い
く
。
こ
の
よ
う
に
、
ヵ
ヴ
ェ
ー
リ
ン
は
西
欧
の
歴

史
を
歴
史
的
制
約
を
受
け
た
人
楮
が
よ
り
高
次
の
人
楮
へ
と
発
展

す
る
過
程
ど
把
え
た
。
他
方
、
前
述
し
た
よ
う
に
ロ
シ
ア
の
歴
史

は
、
専
ら
血
縁
的
な
生
活
習
慣
が
段
階
的
に
否
定
肩
れ
、
人
樒
が

、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

形
成
さ
れ
、
出
現
す
る
過
程
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
、
氏
族
－
家
族

－
国
家
と
い
う
発
展
図
式
は
、
ロ
シ
ア
に
の
み
適
用
し
得
る
も
の

で
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
ロ
シ
ァ
の
特
殊
性
を
強
調
し
、
ロ
シ
ァ
の
民
族
性

を
理
論
の
根
幹
に
据
え
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
カ
ヴ
ェ
ー
リ

ン
の
昆
族
性
概
念
は
ま
っ
た
く
不
明
確
で
あ
る
。
「
旧
ロ
シ
ア
の

法
習
憤
」
の
中
で
彼
は
、
民
族
性
を
民
族
の
習
慣
な
ど
の
外
的
形

式
だ
け
で
把
え
る
の
で
は
な
く
、
毘
族
の
「
道
徳
的
特
殊
性
の
表

現
」
と
し
て
把
握
す
べ
き
で
あ
る
と
言
う
。
し
か
し
「
遣
徳
的
特

　
＾
貼
）

殊
性
」
と
は
何
で
あ
り
、
い
か
に
し
て
形
成
さ
れ
る
の
か
に
つ
い
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て
は
言
及
さ
れ
な
い
。
ま
た
当
初
は
「
ロ
シ
ァ
・
ス
ラ
ブ
種
族
」

あ
る
い
は
「
ロ
シ
ア
民
族
」
の
民
族
性
が
問
題
と
さ
れ
た
が
、
一

八
五
〇
年
代
後
半
以
降
、
「
大
ロ
シ
ア
人
」
の
民
族
性
だ
け
が
問

　
　
　
＾
駝
〕

題
と
な
る
。
し
か
し
民
族
性
概
念
の
不
明
確
さ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

民
族
性
が
存
在
す
る
こ
と
、
そ
れ
が
氏
族
の
歴
史
に
決
定
的
な
役

割
を
果
し
て
い
る
こ
と
は
、
彼
に
と
っ
て
ア
プ
リ
オ
リ
な
前
提
と

さ
れ
る
。
そ
し
て
彼
が
ロ
シ
ァ
民
族
の
民
族
性
を
強
大
な
ロ
シ
ア

国
家
を
建
設
し
得
た
能
カ
の
中
に
見
た
こ
と
は
、
前
述
し
た
通
り

で
あ
る
。
そ
れ
故
、
ロ
シ
ア
の
全
歴
史
は
「
言
葉
の
我
々
だ
け
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
敬
）

固
有
の
意
味
に
お
い
て
、
主
に
国
家
的
、
政
治
的
」
な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
ロ
シ
ァ
の
民
族
性
の
表
現
と
し
て
の
ロ
シ
ア
国
家
と
、
前

節
で
述
べ
た
法
的
、
市
民
的
関
係
と
同
一
視
さ
れ
た
国
家
と
の
間

に
は
越
え
が
た
い
断
絶
が
あ
る
。
後
者
は
人
格
の
形
成
史
の
成
果

で
あ
り
、
そ
の
最
高
段
階
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
個
々

の
人
格
を
超
越
し
た
存
在
で
は
決
し
て
な
か
っ
た
。
前
者
は
統
合

の
原
理
と
し
て
の
国
家
で
あ
り
「
一
般
意
志
」
で
あ
る
。
し
か
し

そ
れ
は
個
人
か
ら
導
出
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
個
々
の
ロ
シ
ア

人
を
超
越
し
た
ロ
シ
ァ
の
民
族
性
か
ら
直
接
導
出
さ
れ
た
。
ア
プ

リ
オ
リ
な
、
ロ
シ
ァ
の
「
一
般
意
志
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
二
つ
の

国
家
観
が
カ
ヴ
ェ
ー
リ
ン
の
中
で
無
意
識
に
混
同
さ
れ
、
結
合
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
彼
の
歴
史
理
論
に
お
け
る
人
椿
と
民

族
性
と
い
う
二
つ
の
視
点
の
分
裂
を
示
し
て
い
る
。

3
　
チ
チ
ェ
ー
リ
ン
の
歴
史
理
論
と
の
相
違

　
以
上
の
カ
ヴ
ェ
ー
リ
ン
の
理
論
は
、
一
八
四
〇
年
代
か
ら
一
八

五
〇
年
代
を
通
じ
て
基
本
的
に
変
化
し
て
い
な
い
と
筆
者
は
考
え

る
。
し
か
し
、
ソ
連
の
研
究
者
イ
レ
リ
ツ
キ
ー
が
、
一
八
五
〇
年

代
末
の
チ
チ
ェ
ー
リ
ン
の
歴
史
理
論
の
出
現
後
、
カ
ヴ
ェ
ー
リ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
聾

は
理
論
的
に
は
チ
チ
ェ
ー
リ
ン
の
弟
子
に
な
っ
た
と
述
べ
た
以
上
、

こ
の
問
題
の
当
否
を
検
討
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
ま
ず
、

チ
チ
ェ
ー
リ
ン
の
歴
史
理
論
に
お
い
て
、
ロ
シ
ァ
史
の
発
展
法
則

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’

及
ぴ
西
欧
と
ロ
シ
ァ
と
の
関
係
が
い
か
に
把
握
さ
れ
て
い
た
の
か

　
　
　
＾
靱
）

を
検
討
し
、
次
い
で
チ
チ
ェ
ー
リ
ン
の
『
一
七
世
紀
ロ
シ
ア
の
地

方
制
度
』
に
対
す
る
カ
ヴ
ェ
ー
リ
ン
の
批
評
論
文
を
検
討
す
る
。

　
チ
チ
ェ
ー
リ
ン
は
ロ
シ
ァ
史
を
氏
族
－
市
民
社
会
－
国
家
の
段

階
を
へ
て
発
達
す
る
も
の
と
み
な
し
た
。
こ
の
図
式
は
一
見
カ
ヴ

ェ
ー
リ
ン
の
図
式
と
類
似
し
て
い
る
が
内
容
は
ま
っ
た
く
異
な
る
。

チ
チ
ェ
ー
リ
ン
に
と
っ
て
歴
史
と
は
「
精
神
が
そ
れ
に
固
有
な
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
6
0
〕

性
の
永
遠
の
法
則
に
従
っ
て
、
自
己
自
身
を
規
定
し
叙
述
す
る
」

も
の
で
あ
り
、
歴
史
の
最
高
次
の
産
物
が
「
自
由
の
原
理
と
法
の
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＾
ω
〕

原
理
と
の
最
高
次
の
結
合
に
お
け
る
存
在
L
た
る
国
家
で
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
氏
族
段
階
か
ら
市
民
社
会
を
経
て
国
家
へ
と
至
る

歴
史
の
歩
み
そ
の
も
の
が
、
国
家
形
成
史
で
あ
り
、
歴
史
の
目
的

で
あ
っ
た
。
人
樒
の
形
成
付
発
展
の
一
つ
の
契
機
に
す
ぎ
な
い
。

ま
た
、
各
段
階
の
内
容
も
カ
ヴ
ェ
ー
リ
ン
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
。

チ
チ
ェ
i
リ
ン
に
と
っ
て
氏
族
段
階
と
は
、
ヴ
ァ
リ
ャ
ー
グ
到
来

以
前
の
人
類
の
血
縁
関
係
に
基
づ
い
た
原
初
的
共
同
体
で
あ
る
が
、

そ
れ
自
身
の
内
部
に
は
解
体
へ
の
傾
向
は
存
在
し
な
い
。
市
民
社

会
ピ
は
、
ヴ
ァ
リ
ャ
ー
グ
に
よ
っ
て
氏
族
共
同
体
が
解
体
さ
れ
た

後
に
出
現
す
る
分
裂
社
会
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
人
々
は
孤
立
、
分

裂
し
相
互
に
争
い
合
う
。
こ
こ
に
お
い
て
人
椅
は
出
現
す
る
。
し

か
し
、
こ
の
人
楮
は
カ
ヴ
ェ
ー
リ
ン
の
人
楕
概
念
と
は
ま
っ
た
く

異
質
な
も
の
で
あ
る
。
チ
チ
ェ
ー
リ
ン
に
と
っ
て
人
格
と
は
、
相

互
に
対
立
す
る
利
己
的
な
個
人
の
意
志
で
あ
る
。
人
格
は
、
そ
れ

が
「
自
由
の
原
理
」
を
含
む
以
上
、
そ
の
発
達
は
歴
史
の
目
的
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

一
つ
に
は
違
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
が
個
人
の
意
志
で
あ
る
以

上
、
よ
り
高
次
の
共
同
体
に
よ
っ
て
止
揚
さ
れ
、
杜
会
の
共
同
性

が
回
復
さ
れ
ね
ぱ
な
ら
な
い
。
こ
の
最
高
次
の
共
同
体
が
国
家
で

あ
る
。
チ
チ
ェ
ー
リ
ン
に
と
っ
て
、
氏
族
－
市
民
杜
会
－
国
家
と

　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

い
う
移
行
は
、
人
間
社
会
そ
の
も
の
が
よ
り
高
次
な
も
の
へ
と
形

成
さ
れ
て
い
く
過
程
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
国
家
段
階
以
前
の

時
代
に
、
国
家
も
「
国
家
的
－
政
治
的
生
活
」
も
存
在
し
な
い
。

　
次
に
、
・
チ
チ
ェ
ー
リ
ン
は
西
欧
と
ロ
シ
ァ
の
歴
史
を
、
歴
史
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

目
的
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
発
展
過
程
も
同
一
で
あ
る
と
主
張
す

る
。
両
者
の
歴
史
は
一
見
ま
っ
た
く
異
る
が
、
氏
族
－
市
民
杜
会

－
国
家
と
い
う
同
一
の
過
程
を
辿
っ
て
お
り
、
ロ
シ
ア
は
「
西
欧

諸
民
族
と
同
一
の
生
活
原
理
に
従
っ
て
、
彼
ら
と
並
ん
で
発
達
し

　
　
＾
聾

て
き
た
」
と
彼
は
言
う
。
カ
ヴ
ェ
ー
リ
ン
は
西
欧
に
類
を
見
な
い

ロ
シ
ア
国
家
の
強
大
さ
に
、
ロ
シ
ア
民
族
の
特
殊
性
を
見
た
が
、

チ
チ
ェ
ー
リ
ン
に
と
っ
て
そ
れ
は
自
然
的
条
件
と
ロ
ー
マ
法
の
欠

如
と
い
う
外
的
・
偶
然
的
条
件
の
結
果
生
じ
た
の
で
あ
っ
て
、
本

質
的
に
は
西
欧
の
国
家
も
ロ
シ
ァ
国
家
も
同
質
の
も
の
な
の
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
ゾ
ー
リ
キ
ン
が
「
チ
チ
ェ
ー
リ
ン
が
あ
た
か

も
国
家
の
全
能
を
、
西
欧
と
は
対
立
す
る
ロ
シ
ア
史
に
固
有
の
特

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
“
）

徴
と
み
な
し
て
い
る
不
正
確
な
見
解
」
が
あ
る
と
述
べ
、
イ
レ
リ

ツ
キ
ー
、
ア
ス
タ
ー
ホ
フ
、
ル
ピ
ン
シ
ュ
テ
イ
ン
を
批
判
す
る
の

は
正
当
で
あ
る
。
こ
の
誤
っ
た
チ
チ
ェ
ー
リ
ン
解
釈
の
原
因
の
一

　
つ
は
、
「
チ
チ
ェ
i
リ
ン
氏
は
き
わ
め
て
正
当
に
も
、
ヨ
ー
ロ
ヅ

．
バ
で
は
す
べ
て
が
下
か
ら
行
な
わ
れ
た
が
、
わ
が
国
で
は
上
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
桝
）

行
な
わ
れ
た
と
い
う
考
え
に
何
度
か
立
帰
っ
て
い
る
」
と
い
う
力
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ブ
ェ
ー
ゾ
ン
の
叙
述
を
チ
チ
ュ
ー
リ
ン
の
歴
史
理
論
の
要
約
と
し

て
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
た
こ
と
に
あ
る
。

　
カ
ヴ
ェ
ー
リ
ン
は
、
チ
チ
ェ
ー
リ
ン
の
『
一
七
世
紀
ロ
シ
ァ
の

地
方
制
度
』
を
高
く
評
価
し
た
。
し
か
し
、
彼
は
チ
チ
ェ
ー
リ
ン

の
歴
史
理
論
全
体
を
受
け
入
れ
た
の
で
は
な
く
、
一
七
世
紀
と
い

う
限
定
さ
れ
た
時
代
に
関
す
る
チ
チ
ェ
ー
リ
ン
の
解
釈
を
、
一
定

の
留
保
付
き
で
受
入
た
の
で
あ
る
。
彼
は
チ
チ
ェ
ー
リ
ン
の
著
作

を
概
観
し
た
後
に
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
わ
ず
か
の
、
さ
さ
い

な
例
外
を
除
い
て
、
我
々
は
彼
が
選
ん
だ
時
代
に
関
し
て
は
、
彼

の
意
見
に
完
全
に
同
意
す
る
。
し
か
し
一
七
世
紀
以
前
の
我
国
の

歴
史
発
展
に
関
す
る
多
く
の
こ
と
で
は
、
彼
に
無
条
件
で
同
意
す

る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
で
き
な
い
。
同
様
に
我
国
の
一
七
世
紀
の
地

方
行
政
に
か
か
わ
る
種
々
な
事
実
の
意
義
に
つ
い
て
、
我
々
は
少

々
異
な
っ
た
説
明
を
す
る
。
何
故
な
ら
、
我
々
は
そ
の
後
の
発
展

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
聾

を
違
う
よ
う
に
な
が
め
る
の
で
あ
る
か
ら
。
」
カ
ヴ
ェ
ー
リ
ン
は
、

チ
チ
ェ
ー
リ
ン
が
ヴ
ァ
リ
ャ
ー
グ
到
来
か
ら
イ
ワ
ン
雷
帝
ま
で
の

時
代
を
「
市
民
社
会
」
と
呼
ぴ
、
「
孤
立
し
、
無
活
動
で
受
動
的

　
＾
脆
）

な
個
人
」
の
中
に
人
格
の
出
現
を
見
た
こ
と
を
批
判
す
る
。
「
我

国
の
旧
い
歴
史
の
運
動
原
理
を
人
格
の
原
理
と
名
づ
け
て
、
チ
チ

ェ
ー
リ
ン
氏
は
明
ら
か
に
、
我
国
で
は
個
人
（
自
這
O
）
は
孤
立
、

分
散
し
、
強
固
な
血
縁
団
体
に
も
、
強
固
な
市
民
的
団
体
に
も
属

し
て
い
な
い
と
言
わ
ん
と
し
た
。
し
か
し
、
・
こ
の
事
実
は
い
か
な

る
意
味
を
持
つ
の
か
。
血
縁
的
生
活
習
憤
は
も
は
や
人
間
を
律
し

て
い
な
い
が
、
市
民
的
団
体
の
形
式
も
ま
だ
で
き
上
っ
て
い
な
い
、
、

と
言
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
塑
言
す
れ
ぱ
、
ル
枠
か
巾
尉
粋
枠
む
鮒

、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

る
に
十
羨
ほ
ど
発
達
し
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
て
小
る
。
一
傍

点
－
杉
浦
）
L
以
上
の
叙
述
か
ら
、
彼
が
こ
の
時
点
で
も
、
人

格
の
形
成
史
と
し
て
ロ
シ
ァ
史
を
把
握
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た

「
市
民
的
団
体
」
が
国
家
を
指
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
　
。

　
ま
た
、
彼
は
ロ
シ
ァ
で
は
国
家
が
諸
身
分
を
創
出
し
、
そ
れ
ら

を
国
家
職
務
に
緊
縛
し
た
、
と
い
う
チ
チ
ェ
ー
リ
ン
の
命
題
を
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
轟
〕

部
分
的
な
し
か
し
重
大
な
修
正
を
行
っ
た
上
で
、
受
入
れ
る
。
そ

し
て
こ
こ
に
ロ
シ
ァ
と
西
欧
の
歴
史
発
展
の
根
本
的
相
違
を
見
る
。

た
し
か
に
彼
は
、
氏
族
－
市
民
社
会
－
国
家
と
い
う
発
展
の
図
式

を
西
欧
に
関
し
て
は
認
め
る
。
し
か
し
チ
チ
ェ
ー
リ
ン
に
と
っ
て

人
類
史
の
普
遍
的
発
展
法
則
で
あ
っ
た
こ
の
図
式
を
、
特
殊
西
欧

的
な
も
の
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
図
式
が
持
っ
て
い
た
へ

ー
ゲ
ル
哲
学
的
視
点
、
つ
ま
り
歴
史
を
諸
個
人
の
内
的
・
道
徳
的

発
展
と
し
て
で
は
な
く
、
そ
れ
を
止
揚
し
た
客
観
的
な
制
度
の
発

展
と
し
て
把
え
る
視
的
、
へ
ー
ゲ
ル
的
に
言
え
ば
「
遭
徳
（
峯
o
－
　
伽
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量
景
津
）
」
で
は
な
く
「
人
倫
（
ω
葦
；
寿
筆
）
」
の
立
場
で
把
え

る
視
点
は
失
な
わ
れ
る
。
カ
ヴ
ェ
ー
リ
ン
に
と
っ
て
、
こ
の
図
式

　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

は
人
楕
の
形
成
史
の
一
つ
の
型
と
な
る
。
そ
し
て
、
カ
ヴ
ェ
ー
リ

ン
は
、
チ
チ
ェ
ー
リ
ン
が
西
欧
と
ロ
シ
ア
の
歴
史
の
共
通
性
を
強

調
し
て
、
そ
の
根
本
的
差
異
を
十
分
に
考
察
し
て
い
な
い
こ
と
が

不
満
で
あ
っ
た
。
「
我
々
と
ヨ
ー
ロ
ッ
バ
の
発
展
の
間
の
あ
ら
ゆ

る
外
的
類
似
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
互
い
の
出
発
点
に
は
本
質
的
桐

違
が
あ
る
。
見
せ
か
け
の
同
一
性
に
よ
っ
て
隠
さ
れ
て
い
る
こ
の

相
違
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
類
似
を
示
す
こ
と
と
同
じ
く
不

　
　
　
　
　
　
＾
ω
〕

可
欠
な
こ
と
で
あ
る
」
と
彼
は
言
う
。
し
た
が
っ
て
、
「
チ
チ
ェ

ー
リ
ン
氏
は
き
わ
め
て
正
当
に
も
、
ヨ
ー
ロ
ヅ
バ
で
は
す
べ
て
が

下
か
ら
行
な
わ
れ
た
か
、
わ
が
国
で
は
上
か
ら
行
な
わ
れ
た
と
い

　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

う
考
え
に
何
度
か
立
帰
っ
て
い
る
。
（
傍
点
－
杉
浦
）
」
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

カ
ヴ
ェ
ー
リ
ン
の
叙
述
は
、
チ
チ
ェ
ー
リ
ン
が
常
に
一
貫
し
て
こ

の
見
解
の
上
に
立
止
っ
て
い
な
い
こ
と
に
対
す
る
批
判
と
解
す
べ

き
で
あ
る
。

　
以
上
の
考
察
か
ら
、
カ
ヴ
ェ
ー
リ
ン
が
一
八
五
六
年
の
時
点
に

お
い
て
も
、
ロ
シ
ァ
史
を
人
椿
の
形
成
史
と
把
え
、
o
シ
ア
の
酉

欧
に
対
す
る
特
殊
性
を
強
調
し
て
い
た
こ
と
、
こ
の
点
に
関
し
て

チ
チ
ェ
ー
リ
ン
の
見
解
と
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
た
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
ろ
う
。

4
結
び
に
か
え
て

　
前
述
し
た
よ
う
に
、
カ
ヴ
ェ
ー
リ
ン
に
と
っ
て
、
ビ
目
ー
ト
ル

以
前
の
ロ
シ
ア
の
歴
史
的
課
題
は
、
人
格
の
「
形
式
」
を
創
り
上

げ
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
ビ
目
ー
ト
ル
以
後
の
時
代
の
課
題
は
、
そ

れ
に
「
内
容
」
を
与
え
る
こ
と
に
あ
る
。
し
か
し
、
彼
に
よ
れ
ば
、

ロ
シ
ア
国
内
に
そ
の
「
内
容
」
は
無
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は

「
外
か
ら
」
す
な
わ
ち
西
欧
か
ら
導
入
さ
れ
ね
ぱ
な
ら
な
か
っ
た
。

ビ
目
ー
ト
ル
大
帝
が
初
め
て
こ
の
事
業
を
実
行
し
た
の
で
あ
り
、

そ
れ
故
ピ
目
i
ト
ル
の
時
代
は
「
人
格
の
原
理
が
実
現
し
た
最
初

　
　
＾
利
〕

の
段
階
」
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
ピ
ヨ
ー
ト
ル
に
よ
っ
て
始
め

ら
れ
た
改
革
が
終
り
に
近
づ
い
た
頃
、
民
族
の
「
自
立
性
の
要
求

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
ε

と
改
革
へ
の
要
求
が
分
裂
し
、
敵
対
し
は
じ
め
た
」
と
彼
は
述
べ

る
。
そ
れ
は
民
族
の
自
立
と
人
樒
の
発
達
の
間
の
分
裂
で
あ
り
、

ロ
シ
ア
と
西
欧
と
の
分
裂
で
あ
ウ
た
。
し
た
が
っ
て
彼
に
と
っ
て

現
実
の
ロ
シ
ア
が
直
面
し
て
い
る
課
題
と
は
、
こ
の
分
裂
を
克
服

し
つ
つ
、
人
椿
の
発
達
を
推
し
進
め
る
こ
と
で
あ
る
。
ロ
シ
ァ
人

と
ロ
シ
ア
民
族
の
自
己
認
識
の
深
化
に
よ
っ
て
の
み
、
ロ
シ
ァ
社

会
を
人
椿
の
原
理
に
基
づ
い
て
建
設
し
う
る
と
彼
は
考
え
た
の
で
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あ
り
、
民
族
の
自
己
認
識
の
挙
で
あ
る
歴
史
学
こ
そ
、
最
も
重
要

な
役
割
を
担
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
「
改
革
の
時
代
が
実
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
η
）

活
の
中
で
行
っ
た
こ
と
」
を
「
思
想
と
挙
問
の
分
野
」
で
推
し
進

め
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
彼
の
意
図
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
の
歴
史
学
は
ロ
シ

ァ
の
民
族
性
と
人
格
の
発
展
の
二
つ
の
原
理
の
分
裂
を
克
服
す
る

こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
彼
は
ロ
シ
ア
史
を
氏
族
－
家
族
－
国
家

の
各
段
階
を
経
て
実
現
す
る
人
樒
の
形
成
史
と
把
え
た
。
人
楮
の

発
達
と
い
う
普
遍
的
原
理
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
点
で
、
そ
れ
は

世
界
史
（
も
ち
ろ
ん
非
ヨ
ー
ロ
ヅ
バ
世
界
を
欠
落
さ
せ
て
い
た
。
）

の
一
部
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
観
点
か
ら
は
、
諸
個
人
の
人

楕
を
超
越
し
、
諸
個
人
を
統
合
す
る
国
家
の
形
成
は
説
明
し
得
な

い
。
統
合
原
理
と
し
て
の
国
家
を
彼
は
ロ
シ
ア
の
民
族
性
か
ら
直

接
導
出
し
た
。
し
か
し
、
彼
が
ロ
シ
ア
の
民
族
性
に
依
拠
し
た
時
、

西
欧
は
視
野
か
ら
欠
藩
す
る
。
ロ
シ
ア
の
民
族
性
と
い
う
ア
プ
リ

オ
リ
に
前
提
さ
れ
た
、
い
わ
ぱ
神
秘
化
さ
れ
た
原
理
に
依
拠
し
た

時
、
ロ
シ
ア
史
は
世
界
史
か
ら
分
断
さ
れ
、
ロ
シ
ァ
国
家
は
神
秘

化
さ
れ
る
。
そ
こ
に
は
、
自
立
し
た
学
問
体
系
と
し
て
の
国
家
論

は
存
在
す
る
余
地
は
な
い
。

　
一
八
四
〇
年
代
か
ら
一
八
五
〇
年
代
に
か
け
て
、
彼
は
「
人
格

の
原
理
L
の
擁
謹
者
と
し
て
、
農
奴
の
解
放
と
市
民
的
自
由
の
実

現
を
強
く
訴
え
た
。
歴
史
学
に
よ
っ
て
こ
の
思
想
を
ロ
シ
ァ
国
民

に
普
及
せ
ん
と
し
、
ま
た
自
己
自
身
も
実
践
的
政
治
活
動
に
加
わ

っ
た
。
し
か
し
「
大
改
革
」
期
に
お
い
て
、
政
治
改
革
の
可
能
性

が
現
実
性
に
転
化
し
た
時
、
彼
の
歴
史
理
論
に
お
け
る
二
つ
の
視

点
の
分
裂
も
ま
た
顕
在
化
す
る
。
専
制
国
家
に
依
拠
し
て
改
革
を

実
現
す
る
と
い
う
ロ
シ
ア
自
由
主
義
の
路
線
の
も
と
で
、
カ
ヴ
ェ

ー
リ
ン
は
政
府
の
個
々
の
政
策
や
官
僚
制
度
を
激
し
く
批
判
し
た

が
、
ロ
シ
ア
専
制
国
家
そ
の
も
の
を
批
判
す
る
視
点
は
持
た
な
か

っ
た
。
国
家
論
の
欠
如
、
ロ
シ
ア
の
民
族
性
と
ロ
シ
ア
国
家
の
神

秘
化
の
故
に
、
彼
に
と
っ
て
、
自
己
と
ロ
シ
ア
国
家
と
の
関
係
は

し
だ
い
に
あ
い
ま
い
な
も
の
と
な
っ
て
い
く
。
一
八
六
二
年
か
ら

一
八
六
四
年
の
西
欧
留
学
を
き
っ
か
け
に
な
さ
れ
た
彼
の
「
転

向
」
は
、
そ
の
帰
結
で
あ
っ
た
。
一
八
六
六
年
に
発
表
さ
れ
た

「
ロ
シ
ア
史
に
つ
い
て
の
見
解
と
覚
省
」
に
お
い
て
は
、
人
楮
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
秀
〕

形
成
史
と
し
て
の
ロ
シ
ァ
史
把
握
は
影
を
ひ
そ
め
、
ロ
シ
ア
史
は

大
ロ
シ
ア
民
族
の
民
族
的
自
己
意
識
の
進
化
の
歴
史
と
し
て
把
え

ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
（
カ
ヴ
ェ
ー
リ
ン
の
著
作
は
著
者
名
略
）

（
1
）
　
ω
毛
異
…
一
団
・
員
∴
暮
＝
胃
毛
…
α
毛
美
k
団
窒
o
1
皇
8
君
－
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橋論叢 第95巻 第3号　（98）

』
軍
δ
＃
目
o
自
宝
H
＝
’
g
－
合
緕
窒
『
一
昌
＝
で
g
畠
＝
団
↓
o
o
o
頸
目
o
自
o
回
＝
亭
－

×
－
×
1
墨
ξ
曽
×
×
回
．
（
団
．
＝
．
工
呂
亮
寒
＝
）
－
室
・
一
后
N
舳
・
富
p

N
、
こ
の
期
の
回
シ
ア
自
由
主
義
に
つ
い
て
は
天
胃
罵
貝
団
。
＞
∴
o
↓

号
o
o
彗
匡
宍
o
者
竃
胃
雪
g
自
く
．
声
二
九
七
二
、
参
照
。
国
内
で

　
は
今
井
義
夫
氏
の
一
連
の
研
究
が
あ
る
。
今
井
義
夫
「
ロ
シ
ア
自
由

主
義
者
の
誕
生
」
『
一
橋
諭
叢
』
第
七
六
巻
第
三
号
、
一
九
七
六
、

　
同
、
「
ゲ
ル
ツ
ェ
ン
と
カ
ヴ
ェ
ー
リ
ン
ー
四
〇
年
代
人
の
友
憎
と
訣

別
1
」
金
子
幸
彦
編
『
ロ
シ
ア
の
思
想
と
文
学
』
恒
文
社
、
一
九
七

　
七
、
同
「
チ
ェ
ル
ヌ
ィ
シ
ェ
フ
ス
キ
ー
と
カ
ヴ
ェ
ー
リ
ン
ー
一
八
六

　
〇
年
代
の
回
シ
ア
の
革
命
的
民
主
主
義
者
と
自
由
主
義
者
を
め
ぐ
う

　
て
－
」
『
一
橋
諭
叢
』
第
八
四
巻
第
四
号
、
一
九
八
O
。

（
2
）
　
た
と
え
ぱ
ロ
シ
ア
自
由
主
義
の
理
論
家
の
一
人
チ
チ
晶
ー
リ
ン

　
は
自
己
の
立
場
を
「
自
由
主
義
的
諸
方
策
と
強
カ
な
権
カ
」
と
い
う

　
ラ
ー
ゼ
に
よ
っ
て
表
明
し
た
。
エ
…
毛
…
一
団
．
エ
ニ
匝
O
冨
O
≡
自
冒
－

　
…
曽
彗
、
目
－
、
峯
’
　
一
九
二
九
、
o
｛
．
N
0
0
、
チ
チ
ェ
ー
リ
ン
の
国

　
家
論
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
チ
チ
ェ
ー
リ
ン
に
お
け
る
国
家
と
社
会
1

　
「
大
改
革
」
期
ロ
シ
ア
の
自
歯
主
義
－
L
『
一
橘
論
叢
』
第
九
一
巻
、

　
第
五
号
、
一
九
八
四
を
参
照
。

（
3
）
　
鳥
山
成
人
氏
は
こ
の
間
題
の
重
要
性
を
す
で
に
指
摘
し
て
い
る
。

　
ま
た
氏
は
ロ
シ
ア
史
に
関
す
る
国
家
理
論
を
四
つ
に
区
別
し
、
そ
の

　
第
一
に
「
哲
学
的
・
法
学
的
国
家
理
論
（
国
家
学
派
の
国
家
理
論
）
」

　
を
置
い
て
い
る
。
鳥
山
成
人
「
ぺ
1
－
・
エ
ヌ
・
ミ
リ
ュ
コ
ー
フ
と

　
『
国
家
学
派
』
『
ス
ラ
ヴ
研
究
』
（
1
2
）
　
一
九
六
八
、
一
～
五
六
頁
。

（
4
）
　
「
国
家
挙
派
」
は
一
八
四
〇
年
代
後
半
に
カ
ヴ
ェ
ー
リ
ン
と
ソ

ロ
ヴ
ィ
ヨ
フ
に
よ
っ
て
そ
の
主
要
な
諸
原
理
が
定
式
化
さ
れ
、
一
八

五
〇
年
代
後
半
に
チ
チ
ェ
ー
リ
ン
に
よ
っ
て
体
系
化
さ
れ
る
。
そ
れ

は
一
八
六
〇
－
一
八
七
〇
年
代
に
回
シ
ア
史
学
界
の
支
配
的
潮
流
と

な
っ
た
。
「
国
家
挙
派
」
の
三
人
の
歴
史
家
の
関
係
に
つ
い
て
、
イ

レ
リ
ツ
キ
ー
は
、
チ
チ
岨
ー
リ
ン
に
よ
る
体
系
化
の
後
、
か
つ
て
の

師
で
あ
る
カ
ブ
ェ
ー
リ
ン
と
ソ
ロ
ヴ
ィ
ヨ
フ
が
チ
チ
ェ
ー
リ
ン
の
影

響
を
受
け
、
理
論
的
に
は
、
チ
チ
ェ
ー
リ
ン
が
師
と
な
り
、
カ
ヴ
ェ

ー
リ
ン
と
ソ
ロ
ヴ
ィ
ヨ
フ
が
弟
子
と
な
る
逆
転
が
起
っ
た
と
述
ぺ
た
。

（
＝
昌
自
①
o
曽
月
尻
＝
芦
軍
団
∴
O
『
o
o
k
ト
団
勺
o
↓
回
o
＝
＝
o
＝
E
宍
o
当
⑭
団
勺
k
．

8
宍
o
辞
胃
↓
o
o
畠
o
『
喀
号
雪
雪
。
《
団
o
自
勺
g
匡
胃
冒
で
匡
ξ
一
九
五
九
、

2
c
五
、
昌
p
H
竃
ー
二
〇
。
）
ソ
ロ
ヴ
ィ
ヨ
フ
に
関
し
て
は
、
彼
が

「
国
家
挙
派
」
に
属
す
る
か
否
か
と
い
う
論
争
が
イ
レ
リ
ツ
キ
ー
と

ル
ヴ
ィ
ン
シ
ュ
テ
イ
ン
の
間
で
行
な
わ
れ
た
。
（
i
｝
α
雪
＝
E
富
箒
戸
＝
．

自
－
↓
匡
宍
－
屋
ω
『
冒
凹
冊
雪
o
①
「
o
o
｝
ト
與
勺
o
↓
宙
而
＝
＝
o
①
　
＝
団
＝
o
o
目
自
o
＝
＝
而
団

睾
8
匿
錺
胃
冒
｛
o
「
o
喜
国
匡
．
《
o
毒
o
套
胃
8
勺
…
胃
き
o
＝
焉
．

o
♂
箏
＝
ξ
…
宙
o
o
o
；
↓
．
一
事
’
s
3
，
o
弓
・
ω
轟
－
室
ω
）

最
近
の
研
究
で
は
ソ
回
ヴ
ィ
ヨ
フ
の
『
犬
古
か
ら
の
ロ
シ
ア
史
』
全

二
九
巻
の
ロ
シ
ア
史
学
に
及
ぼ
し
た
多
犬
な
影
響
と
、
そ
の
学
問
的

価
値
に
注
目
し
て
、
彼
を
「
国
家
学
派
」
と
い
う
枠
組
を
超
え
た
歴

史
家
と
考
え
る
立
場
が
優
勢
で
あ
る
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。
（
た
と
え

ば
天
o
自
耐
2
≡
5
芦
＝
1
一
目
o
自
巾
量
彗
合
害
冒
0
k
『
《
＝
昌
o
勺
＝
雪
、
o
－

〔
〔
＝
匡
o
ト
o
o
団
＝
o
頸
昌
；
肖
田
i
o
竃
①
＝
帖
O
’
」
≦
l
O
o
自
o
団
『
o
宙
閨
国
O
k
o
〔
．

冒
呂
岩
肩
呂
嘗
o
長
o
…
g
国
o
ぎ
ミ
o
『
喀
舎
…
．
峯
・
5
這
・
＝
昌
常
．

…
長
鼻
匝
』
∴
9
o
曇
書
■
彗
9
…
O
昌
畠
§
・
戸
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カヴェーリンにおける「人格」と「民族性」（99〕

．
乞
o
．
o
）
し
か
し
従
来
、
チ
チ
ェ
ー
リ
ン
と
カ
プ
ェ
ー
リ
ン
の
理
論
的

差
異
に
は
十
分
な
関
心
が
払
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
た
と
え
ぱ
ア
ス

タ
ー
ホ
フ
は
、
カ
ヴ
ェ
ー
リ
ン
の
著
作
の
学
問
的
価
値
は
大
き
く
な

く
、
カ
グ
ェ
ー
リ
ン
の
著
作
は
「
国
家
挙
派
の
源
泉
を
示
し
、
チ
チ

　
呈
ー
リ
ン
と
ソ
ロ
プ
ィ
ヨ
フ
の
歴
史
観
の
研
究
を
容
易
に
す
る
と
い

う
意
味
」
で
史
挙
史
的
関
心
を
引
く
と
述
べ
る
（
＞
S
農
富
・
甲
＝
・

天
着
〔
完
蒼
婁
昌
ミ
〔
貝
g
崔
〔
昌
喀
o
｛
喜
…
1
×
岩
姜
畠
一

5
a
，
3
o
．
お
o
o
I
ま
ω
）
や
っ
と
一
九
七
七
年
に
ツ
ァ
ム
ツ
ァ
リ

ー
の
「
国
家
学
派
」
形
成
史
の
本
格
的
研
究
が
発
表
さ
れ
た
。
そ
の

中
で
彼
は
カ
プ
ェ
ー
リ
ン
の
歴
史
理
諭
の
重
要
な
役
割
を
認
め
、
詳

細
な
検
討
を
加
え
た
。
（
仁
姜
着
彗
芦
＞
。
＝
∴
団
o
写
3
↓
2
昌
妾

宙
胃
o
貝
g
篶
8
寝
o
『
喀
曾
＝
雪
呂
雪
o
o
o
緕
昌
自
富
…
①
×
－
×

尾
竃
。
自
’
s
ミ
）
し
か
し
、
彼
の
研
究
に
お
い
て
も
、
ヵ
ヴ
ェ
ー

リ
ン
と
チ
チ
ェ
ー
リ
ン
の
歴
史
理
論
と
自
由
主
義
の
関
係
は
注
目
さ

れ
て
い
な
い
。
以
上
の
諸
研
究
の
最
大
の
問
題
点
は
、
「
国
家
学
派
」

が
も
っ
ぱ
ら
史
挙
史
的
観
点
か
ら
考
察
さ
れ
て
い
る
点
に
あ
る
。
こ

の
観
点
か
ら
は
、
カ
ヴ
邑
ー
リ
ン
の
理
論
か
ら
チ
チ
ュ
ー
リ
ン
の
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

論
へ
の
移
行
が
「
国
家
挙
派
」
の
完
成
へ
の
歩
み
と
把
握
さ
れ
、
カ

プ
ェ
ー
リ
ン
の
理
論
の
問
題
意
識
と
意
義
が
見
失
な
わ
れ
チ
テ
ェ
ー

リ
ン
の
理
諭
に
吸
収
さ
れ
て
し
ま
う
。
「
国
家
学
派
」
が
あ
た
か
も

ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
内
の
一
つ
の
理
論
体
系
の
如
く
な
る
。
筆
者
は
「
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

家
学
派
」
を
い
く
つ
か
の
重
要
な
共
通
性
を
持
つ
論
理
論
の
総
称
と

考
え
る
ぺ
き
で
あ
り
、
深
刻
な
矛
盾
を
か
か
え
た
ロ
シ
ア
自
由
主
義

と
の
関
連
に
お
い
て
把
握
す
ぺ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

（
5
）
　
O
o
9
〔
〇
一
－
I
H
－
O
コ
9
一
0
H
P
N
阜
N
一

（
6
）
↓
窒
き
．
S
P
ミ
印

（
フ
）
　
↓
婁
美
①
．
胃
p
、
寓
1

（
8
）
↓
姜
秦
．
昌
P
N
睾

（
9
）
↓
姜
毒
1
8
o
」
箪

（
1
0
）
　
↓
婁
美
巾
．
昌
i
．
N
S
．

（
1
1
）
　
↓
姜
美
巾
．
〔
岩
．
N
亀
．

（
1
2
）
　
↓
姜
美
Φ
．
o
宅
．
N
塞
－

（
1
3
）
　
↓
姜
美
ρ
〔
暑
．
N
塞
．

（
1
4
）
　
↓
姜
美
ρ
o
｛
．
＃
鼻

（
∬
）
　
↓
姜
美
ρ
S
勺
．
8
－
－

（
1
6
）
　
↓
姜
美
ρ
o
暑
．
M
8
．

（
〃
）
　
↓
彗
美
o
l
〔
畠
－
彗
p

（
1
8
）
　
↓
姜
美
ρ
S
？
N
轟
1

（
1
9
）
　
↓
姜
美
⑭
l
o
岩
．
H
o
l

（
2
0
）
　
カ
ヴ
ェ
ー
リ
ン
四
巻
著
作
集
の
編
者
の
一
人
で
あ
る
コ
ル
サ
ー

　
コ
フ
は
、
こ
の
論
文
が
「
四
〇
年
代
の
目
シ
ア
史
学
に
お
い
て
形
成

　
さ
れ
た
新
し
い
挙
派
、
い
わ
ゆ
る
『
氏
族
的
生
活
習
慣
』
学
派
の
綱

　
領
」
で
あ
る
と
述
ぺ
、
（
ス
o
肩
実
畠
一
員
∴
美
轟
亭
＝
ト
o
胃
雪
『
■

　
＝
O
0
H
『
天
‘
員
．
天
與
団
ω
自
雪
＝
声
宙
．
．
O
o
g
o
O
’
．
、
．
↓
1
－
．
o
↓
P
＜
－
H
H
．
）

　
こ
の
論
文
を
第
一
巻
の
巻
頭
に
置
い
た
。
コ
ル
サ
ー
コ
フ
は
、
カ
ブ

　
ェ
ー
リ
ン
に
と
っ
て
「
人
格
の
知
的
・
道
徳
的
・
法
的
・
政
治
的
発

　
達
は
社
会
の
基
礎
で
あ
り
、
進
歩
の
基
礎
」
で
あ
り
、
「
こ
の
思
想

　
を
彼
は
そ
の
後
、
全
生
涯
に
お
い
て
仕
上
げ
、
真
の
進
歩
に
と
っ
て

9
．ω
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人
椅
の
遣
徳
的
改
善
の
不
可
欠
さ
を
確
信
し
て
死
ん
だ
。
L
（
↓
婁
．

　
美
Φ
昌
i
・
－
×
．
）
と
述
ぺ
る
。

（
2
1
）
　
O
o
α
．
〔
o
’
．
■
－
．
o
－
P
H
ρ

（
2
2
）
　
↓
姜
美
ρ
o
｛
L
血
1

（
2
3
）
　
↓
姜
美
ρ
S
P
弄

（
2
4
）
　
↓
凹
室
美
〇
一
〇
↓
〇
一
H
干
ス
バ
ソ
ー
ヴ
ィ
ッ
チ
は
カ
ヴ
呈
ー
リ
ン

　
が
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
『
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
』
の
宗
教
観
を
受

　
け
い
れ
た
と
述
ぺ
た
が
、
こ
の
部
分
に
も
フ
ォ
イ
エ
ル
パ
ヅ
ハ
の
影

　
響
が
見
ら
れ
る
。
o
冨
8
畠
’
軍
員
。
一
団
o
昌
o
…
；
彗
国
o
天
．
戸

　
宍
畠
雪
…
o
．
困
、
o
a
．
8
’
、
、
↓
自
．
〔
宅
．
－
〆

（
”
）
　
黒
皇
罵
…
芦
団
－
一
〇
富
肩
毒
＝
雷
δ
ω
豊
弩
…
1
芦
二
旧
O
。
ω
．

　
胃
p
い
8
．

（
2
6
）
　
o
o
α
1
8
ヂ
■
－
．
昌
？
曇

（
η
）
　
「
旧
ロ
シ
ア
の
法
習
慣
」
が
分
析
の
対
象
と
し
た
の
は
ビ
目
ー

　
ト
ル
以
前
、
す
な
わ
ち
筆
者
が
人
樒
の
形
成
史
の
第
一
段
階
と
呼
ん

　
だ
時
代
で
あ
る
。
彼
に
と
っ
て
ビ
目
ー
ト
ル
以
後
の
時
代
は
「
現

　
代
」
で
あ
り
、
彼
の
歴
史
挙
の
目
的
は
「
旧
ロ
シ
ア
」
の
分
析
を
通

　
し
て
「
現
代
」
の
課
題
と
解
決
の
方
向
を
提
起
す
る
こ
と
に
あ
っ

　
た
。

（
2
8
）
　
↓
姜
美
ρ
8
P
8
．

（
2
9
）
　
↓
竃
美
ρ
昌
P
昌
．

（
3
0
）
　
こ
の
語
は
普
通
「
文
明
」
と
訳
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
非
血
縁

　
的
、
市
民
的
（
『
喀
美
着
膏
彗
酎
）
生
活
習
慣
と
そ
の
恩
想
を
意
味
す

　
る
の
で
、
こ
の
よ
う
に
訳
出
し
た
。
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o
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羨
ρ
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H
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団
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o
o
ミ
．
昌
o
．
含
．

↓
婁
桑
ρ
〔
宅
．
豊
．

o
o
9
8
■
↓
」
．
昌
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彗
美
ρ
o
｛
．
o
。
阜
．

↓
姜
美
ρ
〔
｛
』
午

彼
は
ヨ
ー
ロ
ヅ
バ
藷
国
の
強
さ
の
原
因
も
、
こ
の
点
に
見
る
。

　
「
人
椿
の
原
理
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
歴
史
の
基
礎
に
据
え
ら
れ
て
い
る
。

　
何
故
な
ら
、
団
体
精
神
（
8
δ
竃
匡
団
ト
凄
）
の
強
固
さ
、
強
カ
さ

　
は
ヨ
ー
ロ
ヅ
パ
の
歴
史
の
い
ち
じ
る
し
い
特
徴
で
あ
り
、
そ
れ
は
明

　
ら
か
に
個
人
の
自
歯
（
畠
圭
畠
呂
畠
）
と
活
動
の
程
度
に
依
存
し

　
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
。
」
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国
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美
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．
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（
4
9
）
　
た
と
え
ぱ
、
以
下
の
叙
述
が
あ
る
。
「
ヤ
ロ
ス
ラ
フ
か
ら
モ
ス

　
ク
ワ
の
強
犬
化
ま
で
の
我
国
の
金
国
家
生
活
は
、
…
－
氏
族
原
理
の

　
段
階
的
解
体
と
没
落
の
歴
史
で
あ
る
。
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ー
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ン
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一
七
世
紀
ロ
シ
ア
の
地
方
制
度
』
に
対
す

　
る
批
評
論
文
（
一
八
五
六
）
に
お
い
て
は
、
「
犬
回
シ
ア
人
」
の
民

　
族
性
だ
け
が
問
魑
と
さ
れ
て
い
る
。
一
八
六
六
年
に
発
表
さ
れ
た
論

　
文
「
ロ
シ
ア
史
に
つ
い
て
の
見
解
と
覚
薔
」
で
は
ロ
シ
ア
史
を
犬
回

　
シ
ア
人
の
形
成
史
と
把
え
、
一
一
世
紀
か
ら
筆
を
起
こ
し
て
い
る
。
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（
6
8
）
　
カ
ヴ
ェ
ー
リ
ン
は
、
回
シ
ア
国
家
が
藷
身
分
の
形
成
に
お
い
て

　
極
め
て
重
大
な
役
割
を
果
し
た
こ
と
は
認
め
る
が
、
国
家
を
身
分
の

　
創
造
者
と
は
考
え
な
い
。
彼
は
、
共
同
体
が
国
家
に
よ
っ
て
解
体
さ

　
れ
た
後
に
、
身
分
が
共
同
体
の
構
成
部
分
か
ら
生
ま
れ
た
と
述
ぺ
、

　
国
家
が
各
身
分
に
異
な
っ
た
国
家
職
務
を
果
し
た
こ
と
に
よ
り
、
藷

　
身
分
が
互
い
に
孤
立
し
た
と
考
え
る
。
テ
チ
ェ
ー
リ
ン
が
身
分
を

　
「
市
民
社
会
」
の
諸
個
人
の
孤
立
を
止
揚
し
、
国
家
と
「
市
民
社
会
」

　
を
媒
介
す
る
も
の
と
み
な
し
た
の
に
対
し
て
、
カ
ヴ
ェ
ー
リ
ン
は
共

　
同
体
的
統
一
の
解
体
の
緒
果
生
ま
れ
た
と
み
な
し
、
そ
の
「
孤
立
性

　
と
排
他
性
」
を
強
調
す
る
。
こ
の
見
解
の
相
違
は
、
両
者
の
共
同
体

　
論
の
相
遠
を
理
解
す
る
上
で
重
要
で
あ
る
が
こ
こ
で
は
割
愛
す
る
。
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人
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の
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成
史
と
し
て
の
歴
史
把
握
を
彼
が
放
棄
し
た

　
の
で
は
な
い
。
人
間
の
道
徳
的
発
達
へ
の
彼
の
関
心
は
、
彼
を
心
理

　
学
と
倫
理
挙
の
研
究
へ
と
向
わ
せ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
橋
犬
学
大
挙
院
博
士
課
程
）
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